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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　交流電源にリアクタを介して接続される整流器と、
　前記整流器の出力端子間に直列接続された複数のコンデンサと、
　前記整流器に接続されたスイッチング手段と、
　前記整流器の一方の入力端子と前記複数のコンデンサの接続点との間に接続された第１
スイッチング手段と、
　前記整流器の他方の入力端子と前記複数のコンデンサの接続点との間に接続された第２
スイッチング手段と、
　前記複数のコンデンサと逆並列に接続された複数のダイオードと、
　前記複数のコンデンサの両端電圧を検出する第１電圧検出器と、
　前記交流電源の電圧を検出する第２電圧検出器と、
　前記スイッチング手段を駆動制御する制御手段と、
　を備え、
　前記交流電源の半周期中に、前記整流器が、
　全波整流状態、第１倍圧整流状態、第２倍圧整流状態、電源短絡状態の４つの整流状態
が略正弦波となるように、前記スイッチング手段を駆動制御し、
　前記制御手段は、
　前記第１電圧検出器と前記第２電圧検出器の検出結果に基づき、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように、
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　前記スイッチング手段を駆動制御して前記整流器の入力端子間の電圧を制御し、
　前記整流器の入力端子間の電圧の振幅、
　または前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差の、
　少なくとも一方を制御し、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように制御し、
　前記整流器および前記スイッチング手段の電圧降下分を補正し、
　当該交流直流変換装置の動作開始時のみ、
　前記電圧降下分の補正値を、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧より低くなるような値に設定する
　ことを特徴とする交流直流変換装置。
【請求項２】
　交流電源にリアクタを介して接続される整流器と、
　前記整流器の出力端子間に直列接続された複数のコンデンサと、
　前記整流器に接続されたスイッチング手段と、
　前記整流器の一方の入力端子と前記複数のコンデンサの接続点との間に接続された第１
スイッチング手段と、
　前記整流器の他方の入力端子と前記複数のコンデンサの接続点との間に接続された第２
スイッチング手段と、
　前記複数のコンデンサと逆並列に接続された複数のダイオードと、
　前記複数のコンデンサの両端電圧を検出する第１電圧検出器と、
　前記交流電源の電圧を検出する第２電圧検出器と、
　前記スイッチング手段を駆動制御する制御手段と、
　を備え、
　前記交流電源の半周期中に、前記整流器が、
　全波整流状態、第１倍圧整流状態、第２倍圧整流状態、電源短絡状態の４つの整流状態
が略正弦波となるように、前記スイッチング手段を駆動制御し、
　前記制御手段は、
　前記第１電圧検出器と前記第２電圧検出器の検出結果に基づき、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように、
　前記スイッチング手段を駆動制御して前記整流器の入力端子間の電圧を制御し、
　前記整流器の入力端子間の電圧の振幅、
　または前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差の、
　少なくとも一方を制御し、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように制御し、
　当該交流直流変換装置の動作開始時のみ、
　前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差を、
　前記整流器の入力端子間の電圧が進み位相となるように設定する
　ことを特徴とする交流直流変換装置。
【請求項３】
　交流電源にリアクタを介して接続される整流器と、
　前記整流器の出力端子間に直列接続された複数のコンデンサと、
　前記整流器の入力端子間に直列接続された複数のスイッチング手段と、
　前記複数のコンデンサと逆並列に接続された複数のダイオードと、
　前記複数のコンデンサの両端電圧を検出する第１電圧検出器と、
　前記交流電源の電圧を検出する第２電圧検出器と、
　前記複数のスイッチング手段を駆動制御する制御手段と、
　を備え、
　前記複数のコンデンサの接続点と前記複数のスイッチング手段の接続点を接続し、
　前記交流電源の半周期中に、前記整流器が、
　全波整流状態、第１倍圧整流状態、第２倍圧整流状態、電源短絡状態の４つの整流状態
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が略正弦波となるように、前記複数のスイッチング手段を駆動制御し、
　前記制御手段は、
　前記第１電圧検出器と前記第２電圧検出器の検出結果に基づき、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように、
　前記複数のスイッチング手段を駆動制御して前記整流器の入力端子間の電圧を制御し、
　前記整流器の入力端子間の電圧の振幅、
　または前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差の、
　少なくとも一方を制御し、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように制御し、
　前記整流器および前記複数のスイッチング手段の電圧降下分を補正し、
　当該交流直流変換装置の動作開始時のみ、
　前記電圧降下分の補正値を、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧より低くなるような値に設定する
　ことを特徴とする交流直流変換装置。
【請求項４】
　交流電源にリアクタを介して接続される整流器と、
　前記整流器の出力端子間に直列接続された複数のコンデンサと、
　前記整流器の入力端子間に直列接続された複数のスイッチング手段と、
　前記複数のコンデンサと逆並列に接続された複数のダイオードと、
　前記複数のコンデンサの両端電圧を検出する第１電圧検出器と、
　前記交流電源の電圧を検出する第２電圧検出器と、
　前記複数のスイッチング手段を駆動制御する制御手段と、
　を備え、
　前記複数のコンデンサの接続点と前記複数のスイッチング手段の接続点を接続し、
　前記交流電源の半周期中に、前記整流器が、
　全波整流状態、第１倍圧整流状態、第２倍圧整流状態、電源短絡状態の４つの整流状態
が略正弦波となるように、前記複数のスイッチング手段を駆動制御し、
　前記制御手段は、
　前記第１電圧検出器と前記第２電圧検出器の検出結果に基づき、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように、
　前記スイッチング手段を駆動制御して前記整流器の入力端子間の電圧を制御し、
　前記整流器の入力端子間の電圧の振幅、
　または前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差の、
　少なくとも一方を制御し、
　前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧となるように制御し、
　当該交流直流変換装置の動作開始時のみ、
　前記交流電源の電圧と前記整流器の入力端子間の電圧との位相差を、
　前記整流器の入力端子間の電圧が進み位相となるように設定する
　ことを特徴とする交流直流変換装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、交流を直流に変換する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、『入力電流の高調波成分を低減し、力率を最適に改善することができる直流電源
装置を得ること。』を目的とした技術として、『交流電源の交流電圧が零点を通過すると
、その通過時点から予め設定された第１の遅延時間後にスイッチ手段を閉動作させるとと
もに、その通過時点から予め設定された第２の遅延時間後にスイッチ手段を開動作させる
ようにしたものである。』というものが提案されている（特許文献１）。
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【０００３】
　また、『スイッチングする回数を減らし必要最小限のスイッチング回数にすることによ
って制御での処理の速度を低下させ、力率を改善し、高調波を低減し、低コスト化を図る
』ことを目的とした技術として、『交流電源１の電圧を整流する整流回路２と、整流回路
２からの出力電圧を平滑する平滑コンデンサ４と、平滑コンデンサ４より交流電源１側に
配置されたスイッチ手段６と、スイッチ手段６より電源側に配置されたリアクトル３と、
平滑コンデンサ４に並列接続された負荷の負荷量を検出する負荷量検出手段１０と、交流
電源１の電源周期に同期して電源半周期に少なくとも２回、負荷量に応じた開閉時間にて
スイッチ手段を開閉制御する制御手段８とを備える。』というものが提案されている（特
許文献２）。
【０００４】
　また、『簡易な構成で力率改善を行ないかつ高調波規制をクリアしつつ、全波整流によ
る電圧から倍電圧整流による電圧以上までの広範囲な出力電圧を滑らかに調整できる電源
装置を提供する。』ことを目的とした技術として、『電源装置において、整流回路２の一
つの入力端と倍電圧整流用コンデンサ４、５間の接続点との間に接続されたスイッチＳＷ
１と、整流回路２の他の入力端とコンデンサ４、５間の接続点との間に接続されたスイッ
チＳＷ２とを設けた。動作モード１においては、スイッチＳＷ１を電源電圧のゼロクロス
時点から、出力電圧に応じて変化するオン期間の間だけ連続的にオンに制御し、かつ、ス
イッチＳＷ２を常時オフに制御する。動作モード２においては、スイッチＳＷ１を電源電
圧のゼロクロス時点からオン期間の間だけ連続的にオンに制御し、かつ、スイッチＳＷ２
を常時オンに制御する。』というものが提案されている（特許文献３）。
【０００５】
　また、『簡単な構成で高力率と高調波抑制と出力電圧の可変範囲の拡大による圧縮機の
最高回転数増が実現できるインバ－タエアコンを提供する。』ことを目的とした技術とし
て、『整流回路の２つの出力端間に接続されたコンデンサ回路と、整流回路の一方の入力
端と前記コンデンサ回路内の一つの接続点との間に接続された第１のスイッチ手段７と、
整流回路２の他方の入力端と前記コンデンサ回路内の接続点との間に接続された第２のス
イッチ手段８を備え、前記第１および第２のスイッチ手段７、８を適切に切り替えること
により高力率と高調波抑制とを両立させ、かつエアコンの最大能力および効率を向上する
。』というものが提案されている（特許文献４）。
【０００６】
　また、『交流電源１の出力電圧を変換するコンバータ回路において、リアクタや大容量
のコンデンサを用いることなく、入力電圧以上の電圧を発生可能とする。』ことを目的と
した技術として、『交流電源１の出力電圧を変換するコンバータ回路１００において、交
流電源１の出力電圧を整流する整流回路２０と、該整流回路２０の出力を平滑する直列接
続の第１及び第２のコンデンサ３１及び３２と、該第１及び第２のコンデンサ３１及び３
２に、交流電源１の出力電圧が該交流電源の周期より短い周期で交互に繰り返し印加され
るよう、上記両コンデンサ３１及び３２と交流電源との接続を切り替えるスイッチ回路４
０とを備えた。』というものが提案されている（特許文献５）。
【０００７】
　また、『電源高調波規制を満足するとともに、電源装置の昇圧性能と入力力率を高いレ
ベルで両立することが可能な電源装置を提供する。』ことを目的とした技術として、『整
流回路と、直列に接続された複数のコンデンサからなり整流回路の２つの出力端間に接続
されたコンデンサ回路と、整流回路の一方の入力端と、コンデンサ回路内のコンデンサ間
の一つの接続点との間に接続された第１のスイッチング手段と、整流回路の他方の入力端
と、コンデンサ回路内のコンデンサ間の一つの接続点との間に接続された第２のスイッチ
ング手段と、交流電源のゼロクロス点を検出するゼロクロス検出手段とからなる電源装置
において、交流電源の半周期毎に、交流電源のゼロクロス点以降に所定時間ｔ１だけ第１
及び第２のスイッチング手段をともにオンした後、所定時間ｔ２だけ第２のスイッチング
手段のみオフした後、第１及び第２のスイッチング手段８をオフする。』というものが提
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案されている（特許文献６）。
【０００８】
　また、スイッチ手段を高周波のＰＷＭ（Ｐｕｌｓｅ　Ｗｉｄｔｈ　Ｍｏｄｕｌａｔｉｏ
ｎ）動作させることにより、入力電流を略正弦波状に制御して高調波を抑制し、力率改善
を図る技術が提案されている（特許文献７）。
【０００９】
　また、『単相交流電源とダイオードで構成された全波整流回路とリアクトルと、コンデ
ンサ直列回路と、双方向スイッチと、負荷が、接続された構成において、双方向スイッチ
をスイッチングさせることにより、交流入力電流を高力率化する場合、直列接続されたコ
ンデンサの電圧が半サイクル期間内で不均衡になる』ことを課題とした技術として、『単
相交流電源とダイオードで構成された全波整流回路の一方の交流入力との間にリアクトル
が、全波整流回路の直流出力間にコンデンサ直列回路が、コンデンサ直列回路の内部接続
点と全波整流回路の各交流入力との間に双方向スイッチ１０、１１が、コンデンサ直列回
路と並列に負荷１４が、各々接続された構成において、直列接続されたコンデンサ１２と
コンデンサ１３の電圧を電圧を検出して、この電圧が均等になるように、双方向スイッチ
１０および１１を高周波でオン・オフ制御する。』というものが提案されている（特許文
献８）。
【００１０】
　また、２つのスイッチング素子を動作させることにより、高調波電流を抑制しようとす
する技術が提案されている（非特許文献１）。
【００１１】
【特許文献１】特開平７－７９４６号公報（要約）
【特許文献２】特開２０００－１２５５４５号公報（要約）
【特許文献３】特開２００３－９５３５号公報（要約）
【特許文献４】特開２００４－１２９３５７号公報（要約）
【特許文献５】特開２００５－１１０４９１号公報（要約）
【特許文献６】特開２００８－９９５１２号公報（要約）
【特許文献７】特許２１４０１０３号公報
【特許文献８】特開２００８－２２６２５号公報（要約）
【非特許文献１】星伸一、大口國臣、「単相マルチレベル整流回路のスイッチングパター
ン決定法」、Ｈ１７年度電気学会産業応用部門大会、Ｎｏ．１－６１
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記特許文献１に記載の技術では、高調波電流を規制値以下に抑制しようとすると、リ
アクタが大型化する課題がある。
【００１３】
　上記特許文献２に記載の技術では、高調波抑制性能を代えることなくリアクタを小型化
することができる。しかし、スイッチング回数を増加させるため、消費電力が増加する課
題がある。また、入力電流が増加すると、インダクタンス値は同じでもリアクタが大型化
する課題がある。
【００１４】
　上記特許文献７に記載の技術では、高調波を抑制することができるが、入力電流を検出
して正弦波化する電流制御であるため、高速な制御処理を要し、高周波ＰＷＭ制御が必要
となる。高周波ＰＷＭ制御は、発生するノイズが多いため、ノイズ対策のためのコストが
増加してしまう。
　また、高速な制御処理を行うために、処理性能の高いマイコンや専用ＩＣ（Ｉｎｔｅｇ
ｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）を用いてアナログ制御を行うので、周辺回路構成が複雑と
なり、回路コストが増加する。
【００１５】
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　上記特許文献３や特許文献４に記載の技術では、直流電圧の可変範囲は広くなるが、低
周波のスイッチングを行うため、リアクタが大型化する課題を解決することはできない。
【００１６】
　上記特許文献５に記載の技術では、電源周波数より高い周波数で相補的にスイッチング
を行うことにより、コンデンサを小容量化することができる。しかし、コンデンサ小容量
化のための相補的なスイッチングであるため、電源高調波電流を十分に低減することは難
しい。
【００１７】
　上記特許文献６に記載の技術では、入力力率を向上させることができるが、リアクタを
十分に小型化することは難しい。
【００１８】
　上記特許文献８に記載の技術は、特許文献７と同様に電流を検出して制御を行う電流制
御であるため、高周波ＰＷＭ制御が必要となり、コスト面で課題がある。
【００１９】
　上記非特許文献１に記載の技術は、ＧＡ（遺伝的アルゴリズム）を用いてスイッチ手段
のＯＮ／ＯＦＦタイミングを求めておくものである。しかし、ＧＡは最適解を求めるため
に長時間の演算を要するため、あらかじめ演算を実行して求めておいた各パラメータを記
憶装置に格納しておく必要がある。
　したがって、機種数の多い製品への適用するには、開発期間が長くかかり、また各パラ
メータを記憶するための容量も多く必要である。
【００２０】
　本発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、安価に高調波電流
を抑制して力率を改善するとともに、リアクタを小型化することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　本発明に係る交流直流変換装置は、交流電源にリアクタを介して接続される整流器と、
前記整流器の出力端子間に直列接続された複数のコンデンサと、前記整流器に接続された
スイッチング手段と、前記整流器の一方の入力端子と前記複数のコンデンサの接続点との
間に接続された第１スイッチング手段と、前記整流器の他方の入力端子と前記複数のコン
デンサの接続点との間に接続された第２スイッチング手段と、前記複数のコンデンサと逆
並列に接続された複数のダイオードと、前記複数のコンデンサの両端電圧を検出する第１
電圧検出器と、前記交流電源の電圧を検出する第２電圧検出器と、前記スイッチング手段
を駆動制御する制御手段と、を備え、前記交流電源の半周期中に、前記整流器が、全波整
流状態、第１倍圧整流状態、第２倍圧整流状態、電源短絡状態の４つの整流状態が略正弦
波となるように、前記スイッチング手段を駆動制御し、前記制御手段は、前記第１電圧検
出器と前記第２電圧検出器の検出結果に基づき、前記複数のコンデンサの両端電圧が所望
電圧となるように、前記スイッチング手段を駆動制御して前記整流器の入力端子間の電圧
を制御し、前記整流器の入力端子間の電圧の振幅、または前記交流電源の電圧と前記整流
器の入力端子間の電圧との位相差の、少なくとも一方を制御し、前記複数のコンデンサの
両端電圧が所望電圧となるように制御し、前記整流器および前記スイッチング手段の電圧
降下分を補正し、当該交流直流変換装置の動作開始時のみ、前記電圧降下分の補正値を、
前記複数のコンデンサの両端電圧が所望電圧より低くなるような値に設定するものである
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明に係る交流直流変換装置によれば、第１スイッチング手段と第２スイッチング手
段のＯＮ／ＯＦＦタイミングを制御することにより、３つのレベルのコンバータ電圧を時
間幅制御しながら出力し、正弦波状のコンバータ電圧を出力することができる。
　これにより、リアクタに流れる電流を正弦波状に制御することができるので、リアクタ
を小型化することができる。
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【００２３】
　また、３レベルのコンバータ電圧を時間幅制御しながら出力するので、低周波でスイッ
チング動作を行うことができ、高周波ノイズ対策のためのコストを削減して安価に実用化
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】実施の形態１に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
【図２】従来技術における電源電圧、入力電流、スイッチング手段の動作の関係を示す図
である。
【図３】交流直流変換装置１００の動作を等価的に表した回路図である。
【図４】整流器２の入力端子間電圧Ｖｃの波形を示す図である。
【図５】第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４の動作を説明するものである
。
【図６】図３で説明した回路のベクトル関係を示す図である。
【図７】制御手段２０の制御ブロック図である。
【図８】交流電源１の電圧が変動することによる力率の変動を示す図である。
【図９】各スイッチング手段のＯＮ／ＯＦＦタイミングを定める変調信号の波形図である
。
【図１０】実施の形態３に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
【図１１】実施の形態４における制御手段２０の制御ブロック図である。
【図１２】実施の形態５に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
【図１３】実施の形態６に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
【図１４】実施の形態６における制御手段２０の制御ブロック図である。
【図１５】実施の形態７に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１　交流電源、２　整流器、３　第１スイッチング手段、４　第２スイッチング手段、
５　リアクタ、６　第１コンデンサ、７　第２コンデンサ、８　直流負荷、１０　第１ダ
イオード、１１　第２ダイオード、１２　第１抵抗、１３　第２抵抗、１４　ダイオード
整流器、１７　永久磁石モータ、１８　インバータ、１９　電圧クランプ部、２０　制御
手段、２１　第１電圧検出器、２２　第２電圧検出器、２３　実効値演算部、２４　電流
検出器、２５　ゼロクロス検出器、２６　インバータ制御部。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
　図１の回路は、交流電源１、整流器２、第１スイッチング手段３、第２スイッチング手
段４、リアクタ５、第１コンデンサ６、第２コンデンサ７、直流負荷８、第１ダイオード
１０、第２ダイオード１１、第１抵抗１２、第２抵抗１３、制御手段２０、第１電圧検出
器２１、第２電圧検出器２２、実効値演算部２３を備える。
【００２７】
　交流電源１は、交流直流変換装置１００の外部から交流電力を供給する。
　整流器２は、交流電源１の交流電力を直流に整流する。
　第１スイッチング手段３は、一端が整流器２の一方の入力端子に接続され、もう一端が
第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の接続点に接続されている。
　第２スイッチング手段４は、一端が整流器２の他方の入力端子に接続され、もう一端が
第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の接続点に接続されている。
【００２８】
　リアクタ５は、交流電源１と第１スイッチング手段３または第２スイッチング手段４の
間に接続されており、高調波電流を抑制する機能を持つ。
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　第１コンデンサ６は、整流器２の一方の出力端子に接続されている。
　第２コンデンサ７は、整流器２の他方の出力端子に接続されている。
　直流負荷８は、整流器２の出力に接続されている。
　第１ダイオード１０は第１コンデンサ６と並列に、第２ダイオード１１は第２コンデン
サ７と並列に接続されている。
　第１抵抗１２は第１コンデンサ６と並列に、第２抵抗１３は第２コンデンサ７と並列に
接続されている。
　第１ダイオード１０および第２ダイオード１１は、第１コンデンサ６および第２コンデ
ンサ７と極性が逆になっており、いわゆる逆並列状態で接続されている。
【００２９】
　第１スイッチング手段３は、例えばＩＧＢＴ（Ｉｎｓｕｌａｔｅｄ　Ｇａｔｅ　Ｂｉｐ
ｏｌａｒ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）３ａとダイオード整流器３ｂから構成される双方向ス
イッチング手段である。
　第２スイッチング手段４は、同様にＩＧＢＴ４ａとダイオード整流器４ｂから構成され
る双方向スイッチング手段である。
【００３０】
　制御手段２０は、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４を駆動制御する。
　制御手段２０は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構成するこ
ともできるし、マイコンやＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎｉｔ）
のような演算装置とその動作を規定するソフトウェアで構成することもできる。
【００３１】
　第１電圧検出器２１は、整流器２の出力端電圧を検出し、検出結果を制御手段２０に出
力する。
　第２電圧検出器２２は、交流電源１の電圧を検出し、検出結果を制御手段２０に出力す
る。
【００３２】
　実効値演算部２３は、後述の図６で説明する実効値を算出し、算出結果を制御手段２０
に出力する。
　実効値演算部２３は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構成す
ることもできるし、マイコンやＣＰＵのような演算装置とその動作を規定するソフトウェ
アで構成することもできる。
【００３３】
　以上、本実施の形態１に係る交流直流変換装置１００の構成を説明した。
　次に、本実施の形態１に係る交流直流変換装置１００の動作を、従来技術と比較しなが
ら説明する。
【００３４】
　図２は、従来技術における電源電圧、入力電流、スイッチング手段の動作の関係を示す
図である。
　ここでは、上記特許文献３に記載のように、第１スイッチング手段３は電源半周期毎に
１パルスの短絡動作を行い、第２スイッチング手段４は全波整流と倍電圧整流を切り替え
るために配置されている場合の例を示した。
　図２（ａ）は電源電圧波形、図２（ｂ）は入力電流波形、図２（ｃ）は第１スイッチン
グ手段３の動作波形である。
【００３５】
　電源半周期毎に１パルスの短絡動作を行うと、図２（ｂ）のような尖った入力電流波形
となる。
　これは、電源電圧のゼロクロス点（図２（ａ）の黒点）から所定の遅延時間Ｔｄｌが経
過した後に、所定の時間幅Ｔｏｎだけ第１スイッチング手段３をＯＮさせることにより、
第１スイッチング手段３に電流が流れ、尖った電流が加算されることによる。
【００３６】
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　第２スイッチング手段４は、全波整流と倍電圧整流を切り替える目的で配置されている
ため、リレーのような機械式スイッチでも構成することができる。
　第２スイッチング手段４により、交流直流変換装置は、直流負荷８に印加される出力直
流電圧の電圧値を、全波整流による電圧を基準にするか、それとも倍電圧整流による電圧
を基準にするかの基準レベルを２つ持つことができる。これにより、出力電圧の制御範囲
を広くすることができる。
【００３７】
　以上、図２を用いて、従来技術における電源電圧、入力電流、スイッチング手段の動作
の関係を説明した。
　一方、本実施の形態１に係る交流直流変換装置では、第１スイッチング手段３と第２ス
イッチング手段４の動作目的は同じである。以下、本実施の形態１に係る交流直流変換装
置の動作について説明する。
【００３８】
　図３は、交流直流変換装置１００の動作を等価的に表した回路図である。
　交流直流変換装置１００の動作は、図３の仮想交流電源９がリアクタ５に直列接続され
ているものとして等価的に取り扱うことができる。即ち、第１スイッチング手段３と第２
スイッチング手段４は、交流直流変換装置１００が仮想交流電源９と等価となるように動
作する。
【００３９】
　次に、仮想交流電源９の動作について説明する。
【００４０】
　リアクタ５に流れる電流Ｉは、交流電源１と仮想交流電源９の電圧差によって定まる。
　リアクタ電流Ｉは交流量であるため、図３の回路方程式は下記（式１）で表される。
【数１】

【００４１】
　交流電源１の電圧Ｖｓ、および仮想交流電源９の電圧Ｖｃは、それぞれ正弦波状である
ものと仮定し、下記（式２）～（式３）のように表す。
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【数２】

【００４２】
　Ｖ１＝Ｖ２と仮定すると、リアクタ電流Ｉは下記（式４）で表される。

【数３】

【００４３】
　ＶｓとＶｃの位相差φが変化しなければ、ｃｏｓ（φ／２）は定数となる。（式４）の
定数部分をまとめてＫとすると、リアクタ電流Ｉは下記（式５）で表される。

【数４】

【００４４】
　以上、仮想交流電源９の電圧Ｖｃを用いて図３の回路方程式を表した。
　上記（式５）から、以下のことが言える。
【００４５】
　即ち、仮想交流電源９の電圧Ｖｃが、（式３）で表されるように正弦波状で出力される
と、リアクタ電流Ｉ、換言すると入力電流は正弦波状となる。これにより、高調波電流が
抑制される。
　また、入力電流と交流電源１の位相差がゼロとなると、電源力率は１００％となる。
　したがって、仮想交流電源の電圧振幅Ｖ２と位相差φを適切に制御して正弦波状の電圧
Ｖｃを出力することにより、入力電流の高調波を抑制するとともに、力率を向上すること
ができるのである。
【００４６】
　そこで、本実施の形態１では、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃを略正弦波状とするよう
に、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４を駆動制御する。
　以下、電圧Ｖｃを略正弦波状とするための第１スイッチング手段３と第２スイッチング
手段４の動作について説明する。
【００４７】
　図４は、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃの波形を示す図である。
　電圧Ｖｃは、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４の動作により、図４に
示す電圧０、Ｖ０／２、Ｖ０の３レベルの出力状態をとる。逆極性も同様である。なお、
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Ｖ０は直流負荷８に印加される出力直流電圧である。
　この３レベルの出力状態をとる際の第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４
の動作について、次の図５で説明する。
【００４８】
　図５は、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４の動作を説明するものであ
る。以下、図５の各スイッチング状態について説明する。
【００４９】
（ａ）第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４を同時にＯＮ
　図５（ａ）の状態では、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４が同時にＯ
Ｎされている。この状態では、整流器２の入力端子間が短絡されたことになり、電圧Ｖｃ
＝０となる。図４（１）の区間がこれに相当する。
【００５０】
（ｂ）第１スイッチング手段３をＯＮ、第２スイッチング手段４をＯＦＦ
　図５（ｂ）の状態では、第１スイッチング手段３はＯＮ、第２スイッチング手段４はＯ
ＦＦとなっている。この状態では、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃは第２コンデンサ７の
両端電圧と等しい。
　したがって、電圧Ｖｃは出力直流電圧Ｖ０の半分となり、Ｖｃ＝Ｖ０／２となる。図４
（２）の区間がこれに相当する。
【００５１】
（ｃ）第１スイッチング手段３をＯＦＦ、第２スイッチング手段４をＯＮ
　図５（ｃ）の状態では、第１スイッチング手段３はＯＦＦ、第２スイッチング手段４は
ＯＮとなっている。この状態では、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃは第１コンデンサ６の
両端電圧と等しい。
　したがって、電圧Ｖｃは出力直流電圧Ｖ０の半分となり、Ｖｃ＝Ｖ０／２となる。図４
（２）の区間がこれに相当する。
【００５２】
（ｄ）第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４を同時にＯＦＦ
　図５（ｄ）の状態では、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４が同時にＯ
ＦＦされている。この状態では、整流器２は全波整流状態となる。
　したがって、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃは第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の
両端電圧と等しくなり、電圧Ｖｃ＝Ｖ０となる。図４（３）の区間がこれに相当する。
【００５３】
　図５（ａ）～（ｄ）のように各スイッチング手段を駆動制御することにより、整流器２
の入力端子間電圧Ｖｃ、即ちコンバータ電圧Ｖｃは、３レベルの電圧状態をとることがで
きる。
　この３レベルの電圧状態のタイミングを適切に制御することにより、図４の区間（１）
～（３）のような電圧波形を生成し、Ｖｃを略正弦波状で出力することができる。
【００５４】
　なお、図５（ｅ）～（ｈ）は、交流電源１の極性が図５（ａ）～（ｄ）と反転している
点のみが異なる。図５（ｅ）～（ｈ）は、図４の区間（１）’～（３）’に相当する。
【００５５】
　以上、電圧Ｖｃを略正弦波状とするための第１スイッチング手段３と第２スイッチング
手段４の動作について説明した。
　以上説明したように、本実施の形態１では、従来技術よりも出力電圧レベルを多段化（
０、Ｖ０／２、Ｖ０の３レベル化）することにより、スイッチング周波数を下げるととも
に、高調波電流を抑制してリアクタ５を小型化することを図っている。
【００５６】
　以上のように、本実施の形態１によれば、第１スイッチング手段３と第２スイッチング
手段４を図４～図５で説明したように駆動制御し、整流器２の入力端子間電圧Ｖｃ、即ち
コンバータ電圧Ｖｃを３レベルの略正弦波状で出力することができる。
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　これにより、スイッチング周波数を低周波にしつつ、従来技術のように電源半周期に対
して１回または数回スイッチング手段を動作させる手法と比較して、リアクタ５を小型化
することができる。
【００５７】
　また、本実施の形態１によれば、出力電圧レベルを多段化したため、スイッチング周波
数を例えば１ｋＨｚ～５ｋＨｚ程度の低周波で駆動制御するＰＷＭ制御を行うことができ
る。
　これにより、高周波ＰＷＭ制御を行うときのようなノイズ対策のためのコスト上昇を抑
えることができる。
　これは、コンバータ電圧Ｖｃを正弦波状に出力するのみで、入力電流の制御を実行する
ことなく入力電流を略正弦波状に制御可能であることに起因する。即ち、入力電流制御を
行わないので、高周波な制御動作が不要となるからである。
【００５８】
実施の形態２．
　実施の形態１では、コンバータ電圧Ｖｃを略正弦波状に出力することにより、入力電流
を略正弦波状として高調波を抑えることを説明した。
　本発明の実施の形態２では、交流直流変換装置１００の出力直流電圧Ｖ０の値を制御す
ることについて説明する。なお、交流直流変換装置１００の回路構成は実施の形態１と同
様である。
【００５９】
　実施の形態１で説明した図５（ｂ）（ｃ）（ｆ）（ｇ）の状態では、第１コンデンサ６
と第２コンデンサ７の接続点が、交流電源１の一端と接続される。そのため、いわゆる倍
電圧整流と同様の回路構成となる。
　これらの状態のように、一方のスイッチング手段のみがＯＮする状態の割合、換言する
とＶｃ＝Ｖ０／２となる割合を適切に制御することにより、出力直流電圧Ｖ０の値を、全
波整流で得られる直流電圧値以上の値に制御することができる。
【００６０】
　非特許文献１では、スイッチング手段の動作タイミングをあらかじめ演算により求めて
おいて制御を行う技術が記載されている。
　スイッチング手段のＯＮ／ＯＦＦタイミングは位相角に応じて無限に設定することが可
能であるため、演算により求める解の候補は無限に存在する。その前提の下で出力直流電
圧Ｖ０を所望値にするためのＯＮ／ＯＦＦタイミングを求めることは、事実上非常に困難
であった。
【００６１】
　そこで、非特許文献１では、ＧＡを用いて最適なＯＮ／ＯＦＦタイミングを探索する手
法が提案されている。
　しかし、高調波を抑制することに加えて、出力直流電圧Ｖ０を所望値にすることのでき
るＯＮ／ＯＦＦタイミングを探索する手法までは見出されていない。
　さらには、動作する負荷条件が変化する製品や、機種数が多い製品では、このように無
限に存在するＯＮ／ＯＦＦタイミングから最適な解を探索する手法は、実用化しにくい。
【００６２】
　本実施の形態２では、あらかじめＯＮ／ＯＦＦタイミングを演算により求めておくので
はなく、フィードバック制御によりＯＮ／ＯＦＦタイミングを決定する。以下、本実施の
形態２におけるＯＮ／ＯＦＦタイミングの決定手法を説明する。
【００６３】
　図６は、図３で説明した回路のベクトル関係を示す図である。
　リアクタ５の影響により、交流電源１の電圧Ｖｓに対し、リアクタ電流Ｉは遅れ位相と
なる。リアクタ電流Ｉに直交するように、リアクタ５における電圧降下ｊωＬＩが発生す
る。整流器２の入力端子間電圧Ｖｃ、即ちコンバータ電圧Ｖｃと電圧降下ｊωＬＩをベク
トル加算することにより、交流電源１の電圧Ｖｓと一致する。
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【００６４】
　力率が１となるようにコンバータ電圧Ｖｃを出力するためには、図６（ｂ）のように電
圧Ｖｓと電圧降下ｊωＬＩが直交する状態とすればよい。
　即ち、コンバータ電圧Ｖｃの交流電源１に対する遅れ位相φが下記（式６）となるよう
に、コンバータ電圧Ｖｃの位相角を制御すればよい。
【数５】

【００６５】
　また、コンバータ電圧Ｖｃの振幅Ｖ２は、下記（式７）の値となるように出力すればよ
い。

【数６】

【００６６】
　出力直流電圧Ｖ０の位相角および振幅が一意に決まるように制御系を構築すれば、変調
方式としてノコギリ波変調、三角波変調、空間ベクトル変調、ダイポーラ変調などを適用
し、第１スイッチング手段３および第２スイッチング手段４の動作信号を生成することが
できる。
【００６７】
　図７は、制御手段２０の制御ブロック図である。ここではＰＩ制御を行う例を示した。
　ＰＩ制御器には、直流電圧の指令値と、第１電圧検出器２１による直流電圧の検出値Ｖ
０との差分が入力される。ＰＩ制御器の出力は、電流指令値Ｉ＊である。
　電流指令値Ｉ＊を上記（式６）（式７）に代入し、位相角φと振幅Ｖ２を算出すること
ができる。
【００６８】
　第１スイッチング手段３および第２スイッチング手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングは、
以上の手順で求めた位相角φと振幅Ｖ２に基づき決定すればよい。
　次に、交流電源１の変動に対応する手法について説明する。
【００６９】
　位相角φは、交流電源１の電圧Ｖｓと入力電流Ｉの関数である。交流電源１の電圧Ｖｓ
が既知の定格値（例えば２００Ｖ）どおり供給されていれば、図７で説明した制御ブロッ
クでＶ１の値を定格値として制御を行えばよい。
【００７０】
　しかし、交流電源１の電圧が変動し、定格電圧ではない値となった場合、図７の制御ブ
ロックでＶ１の値を定格値として制御を行うと、力率が１とならず低下してしまう。
　この現象について、次の図８を用いて説明する。
【００７１】
　図８は、交流電源１の電圧が変動することによる力率の変動を示す図である。なお、交
流電源１の定格電圧をＶａとする。
　図８（ａ）は電圧Ｖｓが定格電圧Ｖａより大きくなっている場合、図８（ｂ）は電圧Ｖ
ｓが定格電圧Ｖａより小さくなっている場合のベクトル図を示す。
【００７２】
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　図８（ａ）の状態では、入力電流Ｉは遅れ位相になり、力率＝１で制御することができ
なくなっている。
　図８（ｂ）の状態では、入力電流Ｉは進み位相になり、同様に力率＝１で制御すること
ができなくなっている。
　即ち、入力電流Ｉが遅れ位相や進み位相になると、力率が低下することが分かる。
【００７３】
　力率改善効果を維持するためには、力率を検出して力率＝１の状態を保てばよい。力率
を検出するためには、一般に交流電源１の電圧Ｖｓと入力電流Ｉの双方を検出する必要が
ある。
　しかし、本実施の形態２に係る交流直流変換装置１００は、図３の原理に基づき、各値
のベクトル関係が図６（ｂ）となるように制御を行うため、交流電源１の電圧変動による
力率低下は、交流電源１の電圧Ｖｓを検出するのみで対処することができる。
【００７４】
　一方、コンバータ電圧Ｖｃの振幅Ｖ２も、位相差φと同様に交流電源１の電圧変動の影
響を受けるが、同様に交流電源１の電圧Ｖｓを検出するのみで足りる。
【００７５】
　なお、検出すべき交流電源１の電圧は、図６（ｂ）のベクトル図より、交流電源１の電
圧実効値であることが分かる。
　そこで、実効値演算部２３は、第２電圧検出器２２の検出値に基づき、交流電源１の電
圧実効値を算出し、制御手段２０はその算出値を制御に使用する。
【００７６】
　また、実効値演算部２３は、第２電圧検出器２２が検出した交流電源１の電圧のゼロク
ロス点を用いて交流電源１の位相角を検出する。制御手段２０は、コンバータ電圧Ｖｃの
位相角を制御する際に、この交流電源１の位相角を使用する。
　このとき、位相角φを交流電源１の位相に同期させるため、ＰＬＬ（Ｐｈａｓｅ　Ｌｏ
ｃｋｅｄ　Ｌｏｏｐ）回路等を用いてもよい。これにより、位相角φの精度を向上させ、
高調波電流をさらに低減することができる。
【００７７】
　以上説明した手順により、コンバータ電圧Ｖｃを決定することができる。
　決定したコンバータ電圧Ｖｃに基づき第１スイッチング手段３および第２スイッチング
手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングを定める手法としては、例えば一般的なユニポーラ変調
を用いることができる。
【００７８】
　図９は、各スイッチング手段のＯＮ／ＯＦＦタイミングを定める変調信号の波形図であ
る。以下、図９について説明する。
【００７９】
　図９（ａ）は第１スイッチング手段３の変調信号、図９（ｂ）は第２スイッチング手段
４の変調信号である。図９（ａ）（ｂ）中の正弦波形は、コンバータ電圧Ｖｃである。
　負極側の絶対値をとれば正極側と一致するので、同図の変調信号はユニポーラ変調方式
であるといえる。
【００８０】
　図９（ａ）において、コンバータ電圧Ｖｃが搬送波である三角波より大きい区間で第１
スイッチング手段３をＯＦＦする。
　図９（ｃ）は、第１スイッチング手段３のＯＮ／ＯＦＦタイミングである。Ｈｉ側がＯ
Ｎ、Ｌｏ側がＯＦＦである。
【００８１】
　また、第２スイッチング手段４はコンバータ電圧Ｖｃに対し負側となるので、変調信号
の波形は図９（ａ）の位相を１８０度反転した図９（ｂ）のようになる。
　図９（ｃ）と同様にして、第２スイッチング手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングである図
９（ｄ）の波形が得られる。
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【００８２】
　コンバータ電圧Ｖｃは、図９（ｃ）（ｄ）の波形を足し合わせることでも得られる。
　しかし、図９（ｃ）（ｄ）はＨｉ側がスイッチング手段のＯＮであるため、説明を分か
り易くするように、Ｈｉを０、Ｌｏを１として加算する。
　すると、図９（ｅ）のチョッピングされたコンバータ電圧Ｖｃが得られる。
【００８３】
　以上説明したように、ユニポーラ変調を適用して、コンバータ電圧Ｖｃに基づき第１ス
イッチング手段３と第２スイッチング手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングを決定することが
できる。
【００８４】
　以上、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングを
決定する変調方式について説明した。
　次に、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４のＯＮ／ＯＦＦタイミングの
配分について説明する。
【００８５】
　図５（ｂ）（ｃ）は、交流電源１が同一極性であり、ともにＶｃ＝Ｖ０／２となる、い
わゆる倍電圧整流状態である。これは、交流電源１の同一極性中に、Ｖｃ＝Ｖ０／２とな
る２つの回路状態を構成する必要があることを意味する。
　同図の回路構成は、コンデンサを２個直列接続しており、図５（ｂ）（ｃ）の状態では
片側のコンデンサのみが充電されることになる。
【００８６】
　片側のコンデンサのみが充電されると、コンデンサの端子間電圧のバランスが崩れ、Ｖ
ｃ＝Ｖ０／２とならなくなって、コンバータ電圧Ｖｃが歪む。Ｖｃが歪むと入力電流Ｉも
歪んでしまい、高調波電流を抑制できなくなってしまう。
【００８７】
　したがって、交流電源１の同一極性中に、第１コンデンサ６と第２コンデンサ７がバラ
ンスよく充電されてＶｃが出力直流電圧Ｖ０の１／２となるよう、第１スイッチング手段
３と第２スイッチング手段４をバランスよく動作させる必要がある。
【００８８】
　この点、図９で説明したユニポーラ変調は、第１スイッチング手段３のみがＯＮである
状態と、第２スイッチング手段４のみがＯＮである状態とが交互に発生する。そのため、
上述の課題を回避でき、本回路構成に適した変調方式であるといえる。
　なお、スイッチング手段の動作タイミングをバランスよく配分することができれば、そ
の他の変調方式、例えばバイポーラ変調やダイポーラ変調、ノコギリ波変調などの変調方
式を用いてもよい。
【００８９】
　以上、スイッチング手段の動作タイミングの配分について説明した。
　次に、第１ダイオード１０と第２ダイオード１１について説明する。
【００９０】
　第１ダイオード１０と第２ダイオード１１は、並列接続された第１コンデンサ６と第２
コンデンサ７が電荷を有して正電圧を持つ通常状態では不通流となり、ＯＦＦ状態となる
ため、接続されていないことと同義である。
【００９１】
　一方、交流電源１からの電圧供給がなくなり、かつ直流負荷８での電力消費が０でない
状態では、第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の電荷はなくなる。
　このとき、直流負荷８は直列に接続された第１コンデンサ６と第２コンデンサ７から一
様に電荷を消費する。もし第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の容量にバラツキがある
と、一方のコンデンサの電荷が消費されても、もう一方のコンデンサに電荷が残っている
ので、出力直流電圧Ｖ０は０にならない。
【００９２】
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　直流負荷８は、出力直流電圧Ｖ０が０になるまで電荷を消費するため、先に電荷が消費
された側のコンデンサは帯電量が負となり、負電圧が印加されることになる。
【００９３】
　しかし、電圧極性を有する電解コンデンサは、負電圧の印加は許容されない。
　そこで、第１ダイオード１０と第２ダイオード１１を各コンデンサと逆並列に接続する
ことにより、負電圧の印加量がダイオードの順方向電圧降下分を超えることを抑制する。
　これにより、コンデンサの故障を防ぎ、信頼性を向上させることができる。
【００９４】
　以上のように、本実施の形態２に係る交流直流変換装置１００は、出力直流電圧Ｖ０を
検出する第１電圧検出器２１と、交流電源電圧Ｖｓを検出する第２電圧検出器２２を備え
ており、これらの検出値に基づき制御を行う。
　これにより、交流電源１の電圧が変動しても力率改善効果を維持することができる。
【００９５】
　また、本実施の形態２に係る交流直流変換装置１００は、直流電圧の検出値をフィード
バックして指令値を制御するフィードバック制御を行うことにより、所望の出力直流電圧
Ｖ０を得ることができる。
【００９６】
　また、本実施の形態２に係る交流直流変換装置１００は、ユニポーラ変調などの変調方
式を用いることにより、各スイッチング手段の動作タイミングをバランスよく配分し、コ
ンバータ電圧Ｖｃを略正弦波状に出力して高調波電流を抑えることができる。
【００９７】
実施の形態３．
　図１０は、本発明の実施の形態３に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
　図１０の回路では、スイッチング手段の構成を、図１の回路構成から変更した。その他
の構成は図１と同様である。
　図１０の回路では、単方向通流スイッチング素子であるＩＧＢＴ３ａと４ａは、ダイオ
ード整流器１４の機能により、図１で説明した双方向スイッチング手段と等価の動作を行
うことができる。
　したがって、図１０の回路構成においても、実施の形態１～２で説明したものと同様の
制御動作を行うことができる。
【００９８】
　また、図１０のような回路構成により、ＩＧＢＴ３ａ、４ａがＯＮ動作するときに、電
流が流れるダイオードの数が図１の半分となるので、ダイオードの通流損失を図１の回路
構成の半分にすることができる。
　これにより、交流直流変換装置１００の変換効率を向上させることができる。
【００９９】
実施の形態４．
　本発明の実施の形態４では、スイッチング手段のオン電圧降下を補正する制御動作につ
いて説明する。
【０１００】
　図１１は、本実施の形態４における制御手段２０の制御ブロック図である。
　図１１の左段には、図７で説明した制御ブロック（図示せず）が接続されており、図１
１の制御ブロックには図７の制御ブロックが出力する位相角φと振幅Ｖ２が入力される。
　以下、図１１の制御ブロックの働きについて説明する。
【０１０１】
　コンバータ電圧Ｖｃは、第１コンデンサ６および第２コンデンサ７の両端電圧に基づき
出力される。しかし、図１や図１０の回路図に示す通り、整流器２の入力端子間と各コン
デンサの両端間には、半導体で構成される整流器２および各スイッチング手段が接続され
ている。
　半導体がＯＮするときに、オン電圧降下が発生するため、実際には各コンデンサの両端
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電圧以下の電圧がコンバータ電圧Ｖｃとして出力される。
【０１０２】
　そこで、この半導体のオン電圧降下分を用いて振幅Ｖ２を補正しておき、補正後の値で
ＰＷＭ制御を行う。これにより、オン電圧降下分の誤差量を補正することができる。
　具体的には、オン電圧降下分を補正した電圧と、出力直流電圧Ｖ０との比を求め、コン
バータ電圧Ｖｃのｓｉｎカーブに乗算することにより、コンバータ電圧の電圧指令値を求
めることができる。
　以上の制御演算は、図１１の左半分の制御ブロックで表される。
【０１０３】
　なお、図９で説明したスイッチング手段のＯＮ／ＯＦＦタイミングは、単純に記載する
と、図１１の右半分の制御ブロックで表すことができる。
【０１０４】
　以上、スイッチング手段のオン電圧降下について説明した。
　次に、本実施の形態４に係る交流直流変換装置１００の起動手順について説明する。ま
ず始めに突入電流の抑制について説明し、その後に出力直流電圧の急激な上昇を抑制する
ことについて説明する。
【０１０５】
　第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４がともにＯＦＦで、かつ直流負荷８
が電力を消費している場合、図５（ｄ）のように全波整流状態で各コンデンサに電流が流
れていることになる。
　このとき、第１スイッチング手段３と第２スイッチング手段４をＯＮさせると、第１コ
ンデンサ６と第２コンデンサ７に充電電流が流れる。この充電電流は、交流直流変換装置
１００の起動時に大きな突入電流となる。
　この大きな電流は、第１スイッチング手段３または第２スイッチング手段４のいずれか
片方がＯＮし、全波整流状態から倍電圧整流状態に整流状態が変化することで発生する突
入電流であると考えられる。
【０１０６】
　交流直流変換装置１００の起動時に大きな突入電流が流れることは、各スイッチング手
段や整流器２など、交流直流変換装置１００の各部にストレスを与えるため、できる限り
突入電流を抑制することが望ましい。
【０１０７】
　そこで、本実施の形態４では、上述のオン電圧降下補正電圧を利用する。
　以下、オン電圧降下補正電圧を用いて突入電流を抑制する手法について説明する。
【０１０８】
　通常、半導体のオン電圧降下は正の値であるため、オン電圧降下補正電圧は正の値とな
る。これを負の値とすると、図７の制御ブロックで求めた振幅Ｖ２よりも高い電圧を出力
することになる。
【０１０９】
　コンバータ電圧Ｖｃの振幅Ｖ２を大きくするということは、直流電圧Ｖ０を出力する整
流状態の割合を増やす、即ちＶｃ＝Ｖ０となる整流状態の割合を増やすことになる。これ
は、図５（ｄ）（ｈ）の整流状態の割合を増やすことを意味する。
　図５（ｄ）（ｈ）は各スイッチング手段がＯＦＦとなっており、全波整流状態でコンデ
ンサに電流が流れる状態である。
【０１１０】
　したがって、オン電圧降下補正電圧を、実際にはあり得ない負の値とすることで、図５
（ｄ）（ｈ）の状態、即ち全波整流状態の割合を増加させ、スイッチング手段が片方のみ
ＯＮ状態になって倍電圧整流状態となる割合を低減させることができる。
　これにより、突入電流の発生を抑えることができる。
【０１１１】
　以上、突入電流を抑制する手法について説明した。
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　次に、出力直流電圧の急激な上昇を抑制する手法について説明する。
【０１１２】
　交流直流変換装置１００を起動するとき、コンバータ電圧Ｖｃと交流電源１の電圧Ｖｓ
との位相差φを０にリセットしておき、起動後に出力直流電圧Ｖ０を上昇させる。
　出力直流電圧Ｖ０を上昇させるためには、位相差φを遅らせるとよいので、交流直流変
換装置１００の起動後は位相差φを遅らせるように制御を行うことになる。このとき、出
力直流電圧が急激に上昇し、制御系がハンチングする場合がある。
【０１１３】
　そこで、本実施の形態４では、交流直流変換装置１００の起動時に位相差φを進み位相
側（例えば－１０度）にセットしておく。
　これにより、直流負荷８が軽負荷・重負荷のいずれであっても、起動後の急激な出力直
流電圧の上昇を抑制してソフトな起動を実現することができる。
【０１１４】
　以上のように、本実施の形態４によれば、スイッチング手段のオン電圧降下を補正して
制御を行うので、補正を行わないときよりも、電源力率を（例として４～７％程度）向上
させることができる。
【０１１５】
　また、本実施の形態４によれば、交流直流変換装置１００の起動時は、オン電圧降下補
正電圧を負の値とすることにより、全波整流状態の割合を増加させ、突入電流の発生を抑
えることができる。
　また、起動後はオン電圧降下補正電圧を通常通り正の値とすることにより、起動時はソ
フトな起動を実現しつつ、起動後は上述の力率改善効果を発揮することができる。
【０１１６】
　また、本実施の形態４によれば、交流直流変換装置１００の起動時は、位相差φを負の
値にしておくので、起動後に出力直流電圧が急激に上昇することを抑制できる。
【０１１７】
実施の形態５．
　図１２は、本発明の実施の形態５に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
　図１２の回路は、図１で説明した回路構成における第２電圧検出器２２と実効値演算部
２３に代えて、電流検出器２４とゼロクロス検出器２５を備える。
【０１１８】
　図１で説明した回路構成の下では、交流電源１の電圧変動による力率低下に対し、第２
電圧検出器２２の検出結果を用いて対処していた。
　本実施の形態５では、これに代えて電流検出器２４を用いて入力電流を検出し、その検
出結果を用いて力率低下に対処する。
【０１１９】
　図８（ａ）（ｂ）で説明したように、入力電流の位相が遅れ位相となっていれば、交流
電源１の電圧Ｖｓが定格電圧Ｖａより増加しており、進み位相となっていれば、交流電源
１の電圧Ｖｓが定格電圧Ｖａより低下している状態となっている。
【０１２０】
　そこで、まず電流検出器２４を用いて入力電流を検出し、交流電源１の瞬時位相角θ（
実施の形態１～４ではωｔと表している）を検出する。
　交流電源１の電圧波形がｓｉｎ関数で表されると仮定すると、ゼロクロス検出器２５の
検出結果を用いて、瞬時位相角θのゼロクロス点を検出することができる。
　この位相角からｃｏｓθを算出し、入力電流に乗算すると、交流電源１の入力電流の無
効成分を求めることができる。
【０１２１】
　入力電流の無効成分が０のとき、力率＝１となる。コンバータ電圧Ｖｃと電源電圧Ｖｓ
との位相差φを遅らせ過ぎると、入力電流の無効成分＞０となり、位相差φを進ませ過ぎ
ると、入力電流の無効成分＜０となる。
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【０１２２】
　したがって、無効電流の発生量だけ、実施の形態４で説明したオン電圧降下補正電圧と
同様に振幅Ｖ２を補正する。これにより、入力電流の位相が交流電源１の電圧位相と同位
相になるようにフィードバック制御がかかり、力率低下を抑制することができる。
【０１２３】
　交流電源１の電圧と電流を用いて電源力率を検出する場合、力率低下を検出することは
できても、位相が進みか遅れかを検出することはできず、補正電圧を正とするか負とする
かを容易に求めることはできない。
　しかし、電流の無効成分は進み位相と遅れ位相で符号が変わるため、補正電圧の極性を
容易に求めることができる。
【０１２４】
実施の形態６．
　図１３は、本発明の実施の形態６に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
　図１３の回路は、実施の形態５の回路構成と異なり、第２電圧検出器２２と電流検出器
２４を併用する。
　これにより、第２電圧検出器２２と電流検出器２４のいずれかに例えば５～１０％程度
の検出バラツキがあったとしても、次の図１４で説明する制御ブロックにより、力率低下
を抑制することができる。
【０１２５】
　図１４は、本実施の形態６における制御手段２０の制御ブロック図である。
　図１４に示すように、本実施の形態６では、電源電圧の変動に対し、電源電圧の実効値
を検出するとともに入力電流の無効成分を検出し、これらの検出値を制御に用いる。
　これにより、第２電圧検出器２２と電流検出器２４の検出バラツキの影響を抑え、交流
直流変換装置１００の動作をスムーズに開始することができる。
【０１２６】
　図１４の制御ブロック図は、入力電流の無効成分を０とするように、オン電圧降下補正
電圧と同様に振幅Ｖ２を補正する構成としたが、振幅Ｖ２を直接算出するように構成して
もよい。
　後者の場合は、無効電流から位相差φを算出し、出力直流電圧の制御は振幅Ｖ２を用い
て行う、などとすればよい。
【０１２７】
　なお、以上説明した回路構成や制御ブロックは、図３で説明した原理に基づき、出力直
流電圧を一定にするようフィードバック制御するものである。
　同様の原理に基づき、出力直流電圧をフィードバック制御し、電源電圧の変動や検出器
の検出バラツキがあっても、力率を改善し高調波電流を抑制することができるものであれ
ば、その他の回路構成や制御ブロックを用いることもできる。
【０１２８】
実施の形態７．
　図１５は、本発明の実施の形態７に係る交流直流変換装置１００の回路図である。
　図１５の回路は、図１３で説明した回路図における直流負荷８を、インバータ１８と永
久磁石モータ１７に置き換えたものである。また、交流直流変換装置１００の出力端に電
圧クランプ部１９を設けた。さらに、インバータ１８の動作を制御するインバータ制御部
２６を設けた。
【０１２９】
　インバータ制御部２６は、その機能を実現する回路デバイスのようなハードウェアで構
成することもできるし、マイコンやＣＰＵのような演算装置とその動作を規定するソフト
ウェアで構成することもできる。
【０１３０】
　本実施の形態７における「電圧上昇抑制手段」は、電圧クランプ部１９が相当する。
　また、「電動機減速手段」は、制御手段２０、インバータ１８、インバータ制御部２６
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が相当する。
【０１３１】
　本実施の形態７に係る交流直流変換装置１００の動作は、実施の形態１～６で説明した
ものと概ね同様である。以下では特に、負荷をインバータ１８と永久磁石モータ１７に置
き換えたことに関する説明を行う。
　まずは、図１５の回路を電動機駆動装置として用いることにより、電動機の設計自由度
を増すことができることについて説明する。その後に、瞬間的な異常電圧上昇を抑制する
構成について説明し、続いて電動機を安定的に運転するための動作について説明する。
【０１３２】
（１）電動機の設計自由度について
　電動機は、同一トルクを出力するために必要な電流が少ないほど、銅損（抵抗×電流の
二乗）が少なくなる。
　例えば、永久磁石同期電動機の場合、電動機の起電圧定数を高くすることで永久磁石に
よるトルクが増加するので、電流を少なくしても、同一トルクを出力することができる。
　さらには、電流を少なくすると、電動機を駆動するインバータの通流損失およびスイッ
チング損失を低減させる効果も発揮する。
　したがって、電動機の起電圧定数を高くして電流を少なくすることは、高効率化の手段
として最も効果的であるといえる。
【０１３３】
　空気調和機に用いる電動機のように、運転時間が長い低速回転時に高効率となるよう電
動機を設計すると、電動機の起電圧定数が上昇する。
　急速冷房時や急速暖房時のように電動機が高速回転となる場合において、起電圧定数が
高くなると、同一回転数で必要となる電圧が高くなるので、インバータが電動機を駆動す
るために必要な直流電圧も上昇する。
　従来は、この最大回転数と直流電圧の関係を考慮して電動機の仕様を設計しなければな
らない制約があった。
【０１３４】
　また、上述のように、直流電圧を上昇させ、起電圧定数を高くすることで、電動機の効
率を高めることができるが、一方で、高い直流電圧を提供するため交流直流変換装置１０
０の出力直流電圧Ｖ０を上昇させると、交流直流変換装置１００の変換効率が低下してし
まう。
　換言すると、交流直流変換装置１００の力率が大幅に低下し、高調波電流も増加してし
まう。
【０１３５】
　例えば特許文献７に記載の技術のような高周波ＰＷＭ制御を行うと、出力直流電圧Ｖ０
を上昇させることができるが、損失がその分上昇し、交流直流変換装置１００の損失低減
効果を上回ってしまう。
【０１３６】
　以上のような理由から、従来の技術では、直流電圧を上昇させ、起電圧定数を高くして
も、高効率な電動機駆動装置を提供することが難しかった。
【０１３７】
　一方、本発明に係る交流直流変換装置１００は、低周波のキャリア周波数で制御動作を
行うことができるので、出力電圧を上昇させつつ、力率低下を抑制して高効率な変換動作
を行うことができる。
【０１３８】
　これにより、低速運転時に効率がよくなるように電動機を設計し、電動機を高速回転さ
せるときには、交流直流変換装置１００の出力直流電圧を上昇させて最高回転数を確保す
ることができる。
　したがって、急速冷房時や急速暖房時などの過負荷運転時でも空気調和機の性能を落と
すことなく、低速運転時、換言すると通常使用時の効率を向上させることができる。
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【０１３９】
　なお、電動機の高速回転時と低速回転時では、必要となる直流電圧値が異なるため、例
えば低速回転時は、図４のような３レベルの略正弦波を出力する制御に代えて、図２のよ
うな従来の制御手法を用いた方が適切な場合もある。
【０１４０】
　これに対応するため、永久磁石モータ１７の回転数を検出するセンサや、回転数を演算
により求める演算部等を設けておく。
　制御手段２０は、永久磁石モータ１７の回転数に応じて、制御手法を図２の手法と図４
の手法で切り替えて、永久磁石モータ１７、インバータ１８、交流直流変換装置１００が
全体的に高効率となるようにすることができる。
　さらには、図２の制御手法において、電源半周期毎に数回程度のパルス動作を行っても
よい。ただし、ノイズ発生量が増えない程度のパルス数が望ましい。
【０１４１】
　なお、永久磁石モータ１７の回転数に代えて印加電圧を検出し、同様に制御手法を図２
の手法と図４の手法で切り替えることもできる。
【０１４２】
（２）瞬間的な異常電圧上昇の抑制
　上述のように、起電圧定数の高い電動機を用いると、高速回転でフリーランしたときの
発電量も大きくなる。この現象は、永久磁石モータ１７を停止させるときに問題となる。
　高速回転時に永久磁石モータ１７を停止させると、その時点での回転エネルギーによる
発電量が永久磁石モータ１７からインバータ１８を介して第１コンデンサ６と第２コンデ
ンサ７に供給される。
　本発明に係る交流直流変換装置１００は非回生型コンバータであるため、このとき供給
されるエネルギーを消費することができない。
【０１４３】
　したがって、永久磁石モータ１７を停止させるときのエネルギーにより、第１コンデン
サ６と第２コンデンサ７の両端電圧である出力直流電圧が上昇してしまうことになる。
　出力直流電圧が極端に上昇することを避けるため、永久磁石モータ１７を停止させる際
には、極端な昇圧が生じない程度に減速してから停止させる必要がある。
【０１４４】
　ところが、永久磁石モータ１７は、トルク不足などにより脱調停止することがある。
　この場合は、永久磁石モータ１７を減速させる時間的余裕がなく、永久磁石モータ１７
の起電圧定数によっては第１コンデンサ６と第２コンデンサ７の耐圧を超えた電圧が各コ
ンデンサに印加される可能性がある。
【０１４５】
　そこで、本実施の形態７に係る交流直流変換装置１００は、瞬間的な異常電圧上昇を抑
制する電圧クランプ部１９を備える。
　この電圧クランプ部１９は、サージクランパやサージアブソーバ、もしくは抵抗とＩＧ
ＢＴの直列回路などで構成することができる。瞬間的な電圧上昇を抑制することのできる
その他の構成を用いてもよい。
【０１４６】
（３）電動機を安定的に運転するための動作
　交流電源１の電圧が低下すると、交流直流変換装置１００は、出力直流電圧の制御限界
まで出力直流電圧を一定にするよう制御を行うが、制御限界以下まで電源電圧が低下する
と、出力直流電圧を上昇させることができず、出力直流電圧が低下してしまう。
　出力直流電圧が低下しても永久磁石モータ１７が同一回転数で回転していると、直流電
圧不足によるトルク不足で、永久磁石モータ１７は脱調停止してしまう。
【０１４７】
　そこで、第２電圧検出手段２２が電源電圧の低下を検出したとき、制御手段２０は、イ
ンバータ制御部２６に対し、永久磁石モータ１７が減速するようにインバータ１８を制御
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するよう指示する。
　すると、永久磁石モータ１７の減速による回生エネルギーが第１コンデンサ６と第２コ
ンデンサ７に回生され、出力直流電圧を上昇させることができる。
　これにより、必要な直流電圧を確保することができるので、永久磁石モータ１７が脱調
することはない。
　さらには、永久磁石モータ１７の回転数が低下することにより、脱調する限界となる直
流電圧値が低下するため、永久磁石モータ１７はより脱調停止しにくくなる。
【０１４８】
　以上のように、本実施の形態７では、交流直流変換装置１００を用いて起電圧定数の高
い電動機を駆動する電動機駆動装置を構成した。
　これにより、電動機駆動装置全体としての動作効率を向上させ、省エネルギー効果を高
めることができる。
【０１４９】
　また、本実施の形態７によれば、電圧クランプ部１９により瞬間的な異常電圧上昇を抑
制し、第１コンデンサ６と第２コンデンサ７を過電圧から保護することができる。
【０１５０】
　また、本実施の形態７によれば、電動機を減速させてから停止させるので、電動機の脱
調停止を抑制することができる。
　例えば、電動機が冷凍機などに用いられている場合、電動機が停止すると冷凍庫内の温
度が上昇して保存温度が上昇するため、極力電動機を停止させずに運転を継続することが
望ましい。
　本実施の形態７では、第２電圧検出器２２を用いて電源電圧の低下を検出し、交流直流
変換装置１００とインバータ１８を協調動作させるので、瞬時停電などが発生したときで
も、電動機を停止しにくくする電動機駆動装置を提供することができる。
　また、その電動機を用いて圧縮機を駆動する圧縮機駆動装置を提供することもできる。
【０１５１】
実施の形態８．
　実施の形態１～７で説明した交流直流変換装置１００は、直流で電力を消費する負荷向
けの電源装置に利用することができる。
　例えば、空気調和機、冷凍機、洗濯乾燥機、冷蔵庫、除湿器、ヒートポンプ式給湯機、
ショーケース、掃除機など家電製品全般に適用することができる。その他、ファンモータ
や換気扇、手乾燥機などへ適用することもできる。
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